
　 新型コロナウイルス感染症に関する事業者向け支援策について、総合相談および
 各種申請手続きをサポートするため、専門家による出張相談会を実施します。

     事業者向け支援策に関する、さまざまなお困りごとを支援！！

　　・どのような制度を利用できるか分からない事業者へ支援策を案内
　　・ 持続化給付金、持続化緊急支援金の申請手続きを専門家がサポート※
　　・ 雇用調整助成金の申請手続きを専門家がサポート※

　　・ 福岡市の独自支援策について、申請手続きをサポート※
　  　※申請手続きについて助言を行うのみで、代理申請や申請書の受付は行いません。

　　＜新型コロナウイルス感染拡大防止のため＞
　　 ・相談会は事前予約制です。裏面の申込方法に沿ってご予約ください。
　　 ・相談時間は３０分を目安としており、１事業者あたりお一人のみの参加でお願いします。
　　 ・マスク未着用、体温が37.5度以上ある方の入場はお断りします。

　　

　事業者のみなさまへ

  　相談会への申込は6月12日（金）より受け付けます。詳しくは裏面をご覧ください。

のご案内

事業者向け支援策に関する、さまざまなお困りごとを専門家が支援！！
・どのような制度を利用できるか分からない方へ支援策を案内
・ 持続化給付金、持続化緊急支援金の申請手続きを行政書士がサポート※

・ 雇用調整助成金の申請手続きを社会保険労務士がサポート※

・ 福岡市の独自支援策について、申請手続きをサポート※
※申請手続きについて助言を行うのみで、代理申請や申請書の受付は行いません。

※  時間は相談開始時間であり、各会場の終了時刻は最終の相談開始時間の３０分後です。
例）西市民センター：16時が最終の相談開始時間、会場終了時刻は16時30分です。

新型コロナウイルス感染症 事業者向け支援策について



　＜申込～相談会までの流れ＞
    各相談会の申込締切までに、電話・FAX・メールにて
    下記必要事項をご連絡ください。希望内容を基に、
    相談時間を調整したうえで、後日担当から連絡いた
    します。※相談会は事前予約制、先着順です。
 【電話】092-401-0038（事業者向け支援ダイヤル 平日９時～18時）
 【FAX】下記必要事項を記入のうえ、092-733-5593へFAXを送付してください。
 【ﾒ ｰ ﾙ】下記必要事項をメール本文に記載、または記入済の申込書を写真で撮影した
　　　    ものを、seisakuchosei.EPB@city.fukuoka.lg.jpまで送付してください。

　＜必要事項＞
　（１）希望する会場・時間
　　　ご希望の会場・相談時間（30分単位）を下記にご記入ください。
　　　記入例）6月25日　西市民センター　14時30分から30分

　（２）相談したい支援策について
　　　相談したい支援策に レ チェックを記載してください。

　（３）申込事業者　※連絡先は必ずご記入ください。お預かりした個人情報は本事業に係る連絡にのみ使用します。

　
TEL FAX

　　   時  　  分から30分

相談時間

　　   時  　  分から30分

相談時間

　　   時  　  分から30分

相談時間

事業者向け支援に関する出張相談会　申込書（FAX)

担当者名（来場者）
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20200612
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【総合相談】どのような支援策を受けられるか知りたい

【市支援策】店舗への家賃支援(申請期限：令和2年7月31日)

【市支援策】休業要請対象外施設への支援(申請期限：令和2年7月31日)

【国支援策】持続化給付金(申請期限：令和3年1月15日)

【国支援策】雇用調整助成金

【県支援策】持続化緊急支援金(申請期限：令和2年7月31日)
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事業者向け支援に関する出張相談会 申込書（ＦＡＸ・メール）
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